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目

次

規

則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
二
条
の
四
」
を
「
第
五
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
八
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
出
」
を
「
戻
出
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
れ
い
出
し
よ
う
」

を
「
戻
出
し
よ
う
」
に
、
「
れ
い
出
命
令
書
に
県
税
還
付
れ
い
出
内
訳
書
」
を
「
戻
出
命
令
書
に
県

税
還
付
戻
出
内
訳
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
県
税
還
付
れ
い
出
支
払
案
内
書
（
第
二
十
八
号

様
式
）
又
は
県
税
還
付
れ
い
出
支
払
口
座
振
替
案
内
書
」
を
「
県
税
還
付
支
払
案
内
書
又
は
県
税
還

付
戻
出
支
払
口
座
振
替
案
内
書
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
に
県
税
還
付
れ
い
出
内
訳
書
」
を

「
支
払
通
知
書
に
県
税
還
付
戻
出
内
訳
書
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
送
付
簿
」
を
「
支
払
通
知

書
送
付
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
県
税
還
付
れ
い
出
支
払
案
内
書
又
は
県
税
還
付
れ
い
出
支

払
口
座
振
替
案
内
書
」
を
「
県
税
還
付
支
払
案
内
書
又
は
県
税
還
付
戻
出
支
払
口
座
振
替
案
内
書
」

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
三
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
完
納
印
」
を
「
自
動
車

税
完
納
印
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
四
か
ら
第
五
十
二
条
の
十
二
ま
で
を
削
る
。

第
五
十
三
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
自
動
車
税
（
種
別

割
）
課
税
免
除
承
認
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
承
認
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
八
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
災
害
に

よ
る
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
額
申
請
書
」
を
「
災
害
に
よ
る
自
動
車
税
減
額
申
請
書
」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
十
三
条
の
二
の
九
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
七
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
三
条
の
二
の
八
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
六
を
第
五
十
三
条
の
二
の
七
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
五
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
自
動
車
販
売
業
者
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
額
申
請
書
」
を
「
自
動
車
販
売
業
者
自
動
車
税
減
額

申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
販
売
業
者
自
動
車
税
（
種
別
割
）
還
付
申
請
書
」
を

「
自
動
車
販
売
業
者
自
動
車
税
還
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
の
二
の
六
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
四
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
身
体
障
害
者
等
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
申
請
書
」
を
「
身
体
障
害
者
等
自
動
車
税
減
免
申
請

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
の
自
動
車
税
（
種
別

割
）
減
免
申
請
書
」
を
「
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
の
自
動
車
税
減
免
申
請
書
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
生
活
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減

免
申
請
書
」
を
「
生
活
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
の
自
動
車
税
減
免
申
請
書
」
に
改

め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
の
二
の
五
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
三
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三

条
の
二
の
四
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
十
三
条
の
二
の
三
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
身
体
障
害
者
等
）

第
五
十
三
条
の
二
の
二　

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
身
体
障
害
を
有

し
歩
行
が
困
難
な
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
者
と
す
る
。

一　

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
自
動
車　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者イ　

条
例
第
百
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
一
の
上
欄

に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
（
以
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梨
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二

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
重
度
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有

す
る
も
の

3　

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
重
度
の
知
的
障
害
又
は
精
神
障
害
を

有
し
日
常
生
活
を
営
む
の
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。

一　

条
例
第
百
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、

山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号
）
第
五
条
第
二
項
に
定

め
る
重
度
知
的
障
害
者

二　

条
例
第
百
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
う
ち
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受

け
て
い
る
も
の

第
五
十
三
条
の
三
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
収
納
印
）

第
五
十
三
条
の
二
の
十　

条
例
第
百
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
印
影
は
、
第
百
号
様

式
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
八
第
二
項
中
「
第
百
十
四
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
百
十
九
条
の
二
」
に
、

「
以
下
」
を
「
次
項
及
び
第
五
十
三
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
規
定
中
「
第
五
十
二
条
の
九
関
係
」
を
「
第
五
十
三
条
の
二
の

二
関
係
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
（
そ
の
五
）
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
税
通
知
書
兼
領
収
書

」
を
「自

動
車
税

納
税
通
知
書
兼
領
収
書

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
五
の
二
）
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
税
通

知
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
通
知
書

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
（
そ
の
四
）
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）税
額
変
更
通
知
書
兼
領
収
書

」
を
「自

動
車
税
税
額
変
更
通
知
書
兼
領
収
書

」
に
、
「自

動
車
税

（種
別
割

）に

」
を
「自

動
車
税
に

」
に
改

め
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）
」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中
「県　

税　
還　

付　
れ　

い　
出　

内　
訳　

書

」
を
「県

税
還
付
戻
出

内
訳
書

」
に
、
「れ

い
出
命
令
番
号

」
を
「戻

出
命
令
番
号

」
に
、
「れ

い
出
額

」
を
「戻

出
額

」

に
改
め
る
。

下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
お
い
て
「
障
害
の
級
別
」
と
い
う
。
）
に

該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

ロ　

条
例
第
百
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
手
帳
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
戦
傷
病
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
一
の
上
欄
に

掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法

律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
又
は
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重
度
障
害
の
程
度
又

は
障
害
の
程
度
（
別
表
第
一
に
お
い
て
「
重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度
」
と
い

う
。
）
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

二　

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す

る
も
の

ロ　

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
に
定
め
る
重

度
障
害
の
程
度
（
次
項
及
び
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
お
い
て
「
重
度
障
害
の
程

度
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

2　

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
身
体
障
害
を
有
し
日
常
生
活
を
営
む

の
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一　

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
自
動
車　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者イ　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す

る
も
の

ロ　

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
重
度
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有

す
る
も
の

二　

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す

る
も
の

ロ　

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
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令
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三

第
二
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
８
号
様
式　

削
除

第
二
十
九
号
様
式
中
「県

税
還
付
れ
い
出
支
払
口
座
振
替
案
内
書

」
を
「県

税
還
付
戻
出
支
払
口

座
振
替
案
内
書

」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税

証
明
書

」
に
、
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
を
「自

動
車
税
の

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
三
）

及
び
（
そ
の
四
）
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」
に
、

「自
動
車
税

（種
別
割

）は
」
を
「自

動
車
税
は

」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
税
証
明
書
交
付
請
求
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書
交
付
請
求
書

」
に
、　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

第
三
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 自動車の所有者等

「

「

自動車の納税者等

「

「
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第36号様式（第19条関係） 

 

 

 

備考 大きさは、直径3センチメートルとする。 

 

 

第36号様式（第19条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
八
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

五

動
車
販
売
業
者
自
動
車
税

（種
別
割

）還
付
申
請
書

」
を
「自

動
車
販
売
業
者
自
動
車
税
還
付
申
請

書

」
に
、
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
を
「自

動
車
税
の

」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
号
様
式
の
二
中
「第

５
３
条
の
２
の
８
関
係

」
を
「第

５
３
条
の
２
の
９
関
係

」
に
、

「災
害
に
よ
る
自
動
車
税

（種
別
割

）減
額
申
請
書

」
を
「災

害
に
よ
る
自
動
車
税
減
額
申
請
書

」

に
、
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
を
「自

動
車
税
の

」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

第
百
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
八
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）
」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
号
様
式
中
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
を
「自

動
車
税

」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

第
九
十
三
号
様
式
の
十
か
ら
第
九
十
三
号
様
式
の
十
七
ま
で
を
削
る
。

第
九
十
四
号
様
式
中
「自

動
車
税

（種
別
割

）課
税
免
除
承
認
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
課
税
免

除
承
認
申
請
書

」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
号
様
式
中
「第

５
３
条
の
２
の
４
関
係

」
を
「第
５
３
条
の
２
の
５
関
係

」
に
、
「身

体
障
害
者
等
自
動
車
税

（種
別
割

）減
免
申
請
書

」
を
「身
体
障
害
者
等
自
動
車
税
減
免
申
請
書

」

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

第
九
十
六
号
様
式
中
「第

５
３
条
の
２
の
４
関
係

」
を
「第

５
３
条
の
２
の
５
関
係

」
に
、
「身

体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
の
自
動
車
税

（種
別
割

）減
免
申
請
書

」
を
「身

体
障
害
者

等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
の
自
動
車
税
減
免
申
請
書

」
に
、
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
を

「自
動
車
税
の

」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
号
様
式
中
「第
５
３
条
の
２
の
４
関
係

」
を
「第

５
３
条
の
２
の
５
関
係

」
に
、
「生

活
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
の
自
動
車
税

（種
別
割

）減
免
申
請
書

」
を
「生

活
路
線

を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
の
自
動
車
税
減
免
申
請
書

」
に
、
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」

を
「自

動
車
税
の

」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
号
様
式
中
「第

５
３
条
の
２
の
５
関
係

」
を
「第

５
３
条
の
２
の
６
関
係

」
に
、
「自

動
車
販
売
業
者
自
動
車
税

（種
別
割

）減
額
申
請
書

」
を
「自

動
車
販
売
業
者
自
動
車
税
減
額
申
請

書

」
に
、
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
を
「自

動
車
税
の

」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
号
様
式
中
「第

５
３
条
の
２
の
５
関
係

」
を
「第

５
３
条
の
２
の
６
関
係

」
に
、
「自

自
動
車
税

（種
別
割

）

件　
数

金　
額

「
「

自
動
車
税

（種
別
割

）

件　
数

金　
額

「

「

「

「

自
動
車
税

（種
別
割

）

「

「

自
動
車
税

「

「

自
動
車
税

（種
別
割

）

「

「

自
動
車
税

「

「
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第１００号様式(第５３条の２の１０関係) 

 

 

 

 

 

２９

mm 

      

円 
    

  

  山梨県証紙代金収納印 

  

６５mm 
  

 

第100号様式（第53条の2の10関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
八
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

七

第
百
十
二
号
様
式
及
び
第
百
十
五
号
様
式
中
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割
・
種
別
割

）
」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
項
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
削
り
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
七

の
種
別
割
」
を
「
第
百
六
十
四
条
の
自
動
車
税
」
に
、
「
第
三
十
二
号
」
を
「
第
二
十
二
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
か
ら

第
四
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の
十
二
及
び
第
九
十
三
号
様
式
の
十
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3　

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書

類
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ

れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。
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